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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の前照灯（１１）の照射方向を変化させるための照射方向可変手段（１２）を制御
する前照灯制御装置（１）であって、
　道路網や道路構造を特定可能な道路地図データ及び当該道路地図データ上の車両の現在
位置に相当する現在位置データ、或いは操舵角検出手段（２１）で検出された操舵角デー
タの取得が可能な取得手段（１）と、
　実際の車両の向きを特定する手段、或いは特定された車両の向きを取得する手段として
構成された車両向き特定手段（１）と、
　前記取得手段により取得された前記道路地図データ及び前記現在位置データ、又は前記
操舵角データに基づいて、前記前照灯の照射角を導出する導出手段（１）と、
　前記道路地図データ及び前記現在位置データに基づき推定される前記現在位置での道路
方向に沿った車両の向きと、前記車両向き特定手段により特定される実際の車両の向きと
、の差分を補正値として、前記導出手段により導出された照射角を補正する補正手段（１
）と、
　前記補正手段により補正された照射角で、前記車両の前方を照射するように前記照射方
向可変手段を制御する制御手段（１）と、
　を備える前照灯制御装置。
【請求項２】
　前記車両向き特定手段による車両の向きの特定は、
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　ジャイロセンサ（３２）と車輪速センサ（３４Ｌ，３４Ｒ）とのうちの少なくとも何れ
か一方のセンサ信号、又はＧＰＳアンテナを介して受信される測位信号に基づき実際の車
両の方位を特定することによる請求項１記載の前照灯制御装置。
【請求項３】
　前記導出手段は、前記道路地図データ及び前記現在位置データに基づいて、前記前照灯
の左右方向のスイブル角を導出し、
　前記補正手段は、前記道路地図データ上の現在位置にて推定される道路半径に沿った車
両の方位と、前記実際の車両の方位と、の差分を補正値として、前記導出手段により導出
されたスイブル角を補正する請求項１または２記載の前照灯制御装置。
【請求項４】
　前記補正手段は、前記道路地図データ上の現在位置にて推定される道路の上り勾配若し
くは下り勾配の傾斜を表す傾斜データと、前記実際の車両の上下方向の傾斜と、の差分を
補正値として、前記前照灯の上下方向の照射角を補正する請求項１から３の何れか一項記
載の前照灯制御装置。
【請求項５】
　前記照射角について、所定周期の演算タイミング毎に、その導出と補正が行われるとと
もに、前記車両の速度を特定する速度特定手段（１）を備え、
　前記速度特定手段で特定された速度に応じて、前記所定周期における１周期後若しくは
それ以降の車両の位置を前記現在位置として求めることにより、少なくとも当該１周期分
、前もって前記導出手段による前記照射角の導出を行い、
　前記照射方向可変手段による前記前照灯の照射方向を少なくとも当該１周期分、早めて
変化させるように構成されている請求項１から４の何れか一項記載の前照灯制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の前照灯の照射方向を変化させる照射方向可変手段を制御するための前
照灯制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両の前照灯の照射方向を、ステアリングホイールの操舵角と連動させて左
右方向に動かす制御方法や、地図データベースとして記憶されている道路地図のカーブに
応じて、前照灯の照射方向を左右方向に動かす制御方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１００６８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した前照灯の制御方法にあっては、単に車両の操舵角又は地図デー
タベースのデータに基づき、前照灯の照射方向を変更するにすぎない。従って例えば、後
者の地図データベースのデータに基づき、その地図上のカーブに合わせて照射方向を変更
したとしても、当該カーブの道幅如何によっては、個々の車両の走行位置にばらつきが生
じることにより、必ずしも適切な前照灯の照射方向とはならない場合が想定される。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、前照灯の照射方向を、よ
り好適に変化させることができる前照灯制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１記載の前照灯制御装置において、前照灯（１１）の照射角は、道路地図データ
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上の車両の現在位置にて推定される車両の向きに対応させて導出するものとしても、実際
の車両の向きとの差分で補正される。このため、前照灯による照射を、実際の車両の向き
に応じて、より好適な光軸方向に変化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態を示す前照灯制御装置の全体構成を概略的に示す機能ブロッ
ク図
【図２】スイブル制御の処理手順を示すフローチャート
【図３】照射角の導出や補正を説明するための模式図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の一実施形態について図１～図３を参照して説明する。図１に示すように
、本実施形態の全体のシステムは、乗用車等の車両に搭載されるＥＣＵ（Electronic Con
trol Unit）としての前照灯ＥＣＵ１及びその他ＥＣＵ２、並びに自車位置標定装置３を
備えて構成されている。
【０００９】
　前照灯ＥＣＵ１は、車両の前面に左右に配設されたヘッドライト１１の照射方向を制御
するための前照灯制御装置１である。即ち、前照灯としてのヘッドライト１１は、車両の
前方に向かって照射光を照射するものであり、夫々のヘッドライト１１には、その照射方
向である光軸方向を変化させるための各アクチュエータ１２が付設されている。詳しい図
示は省略するが、アクチュエータ１２は例えば、光軸の傾きを左右方向に変更するための
水平方向制御モータ１２ｓと、光軸の傾きを上下方向に変更するための鉛直方向制御モー
タ１２ｔとで構成され、それらモータ１２ｓ，１２ｔの駆動により、光軸の傾きを上下方
向と左右方向とに自在に変化させる。尚、図１では説明の便宜上、左右のヘッドライト１
１と夫々のモータ１２ｓ，１２ｔのうち、一方の構成要素１１，１２ｓ，１２ｔのみを示
している。また、各モータ１２ｓ，１２ｔは、照射方向可変手段に相当する。
【００１０】
　前照灯制御装置１は、各種演算処理を実行する中央処理装置としてのＣＰＵ１ａ、制御
プログラム等を格納したＲＯＭや各種データを格納するＲＡＭ等を含む記憶部１ｂ、入出
力部１ｃを備えて構成されている。前照灯制御装置１は、取得手段としての入出力部１ｃ
にて自車位置標定装置３等からの各種信号或いは各種データを取得するとともに、それら
データに基づき前記制御プログラムに従い各アクチュエータ１２ｓ，１２ｔを制御して、
左右のヘッドライト１１の光軸方向を調整するようになっている。尚、図１において、各
機能を明瞭にするために、車両ＥＣＵといった各種ＥＣＵをその他ＥＣＵ２として、前照
灯制御装置１と区別して記載したが、それらの演算処理機能を１つのマイクロコンピュー
タを中心に構成する装置とすることもできる。
【００１１】
　図１に示す自車位置標定装置３は、自車の現在位置を検出し或いは道路地図データに基
づいて指定された目的地までの推奨経路の探索や案内を行う、ロケータやナビゲーション
装置等を総称するものである。即ち、自車位置標定装置３は、ＧＮＳＳ（Global Navigat
ion Satellite Systems）受信機３１、ジャイロセンサ３２、Ｇセンサたる加速度センサ
３３、車速センサ３４、推測航法部３５、マップマッチング部３６、地図データ格納部３
７を備える。
【００１２】
　ＧＮＳＳ受信機３１は、ＧＮＳＳアンテナ３１ａによって受信したＧＰＳ（Global Pos
itioning System）信号を受けて、このＧＰＳ信号に基づき車両の現在位置を表す現在位
置座標を求める（図３のＸ，Ｙ参照）。推測航法部３５は、ＧＮＳＳ受信機３１からの現
在位置信号と、ジャイロセンサ３２により検出された検出信号と、車速センサ３４から出
力された車速信号と、加速度センサ３３から出力された加速度信号とを受けて、これらの
信号に基づき、車両の速度、車両の方位及び車両の走行軌跡等の情報を作成して記憶する
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。
【００１３】
　マップマッチング部３６は、地図データ格納部３７に格納された道路網や道路構造を特
定可能な道路地図データと、推測航法部３５からの車両の速度並びに車両の方位及び車両
の位置の情報と、ＧＮＳＳ受信機３１からの現在位置信号とに基づいて、当該道路地図デ
ータ上の車両の現在位置に相当する現在位置データを特定する。道路地図データには、路
面勾配つまり道路の上り勾配若しくは下り勾配の傾斜を表す傾斜データや、道路における
カーブの曲率に関する曲率データ等、道路構造に関するデータが含まれる。
【００１４】
　また、自車位置標定装置３における加速度センサ３３、ジャイロセンサ３２、車速セン
サ３４は、実際の車両の向きの特定が可能なセンサ信号を出力する。具体的には、加速度
センサ３３は、自車が位置する路面勾配に応じて、水平面に対する実際の車両の上下方向
の傾斜を特定する検出信号を出力する。
【００１５】
　ジャイロセンサ３２は、自車に加えられる回転運動の角速度の検出信号を出力する。こ
の検出信号により、車両の方位変化を算出して実際の車両の方位を推定することができる
。また、車速センサ３４として例えば、自車における左右の車輪の速度を検出する２つの
車輪速センサで構成した場合、左車輪速を検出する左車輪速センサ３４Ｌからの検出信号
と、右車輪速を検出する右車輪速センサ３４Ｒからの検出信号とが出力される。これらセ
ンサ３４Ｌ，３４Ｒの検出信号により、その内外輪差に基づいて実際の車両の方位を推定
することができる。
【００１６】
　前照灯制御装置１では、上記した自車位置標定装置３側の各センサ３２～３４の信号に
基づき推測航法部３５から出力された車両の傾きや方位に関するデータを用いるものとす
る。即ち例えば、前照灯制御装置１は、実際の車両の向きを特定する手段、或いは特定さ
れた車両の向きを取得する手段として構成された車両向き特定手段であり、ジャイロセン
サ３２又は２つの車輪速センサ３４Ｌ，３４Ｒの入力信号に基づき推測航法部３５から出
力され、入出力部１ｃを介して取得される実際の車両の方位のデータを特定する。尚、図
１に示すように、前照灯制御装置１には、運転者により操作される車両のステアリングホ
イール２０の操舵角を検出するための操舵角センサ２１の検出信号も入力されるようにな
っている。操舵角センサ２１は、ステアリングホイール２０の操作量を角度で検出し、そ
の操舵角データつまり車両の進行方向のデータを検出するための操舵角検出手段である。
【００１７】
　続いて、前照灯制御装置１によるヘッドライト１１の光軸方向の偏向制御について、図
２のフローチャートを参照しながら説明する。以下では便宜上、光軸方向を左右に偏向制
御する所謂スイブル制御について主に説明し、上下の偏向制御については後述するものと
する。また、スイブル制御については、操舵角に追従して当該操舵角データに基づき行う
ことができるが、道路地図データ及び現在位置データに基づき行うものとする。尚、図２
において、係るフローチャートのルーチンは、前照灯制御装置１のＣＰＵ１ａにより例え
ば１００ｍｓｅｃを所定周期として当該１００ｍｓｅｃ毎に繰返し実行されるものとし、
「Ｓ１，Ｓ２，…」は、各ステップの番号を表すものとする。
【００１８】
　先ず、ＣＰＵ１ａは、自車位置標定装置３から取得される道路地図データと現在位置デ
ータとに基づき、現在自車の走行している道路がカーブであるか否か、前記推奨経路にお
ける自車の前方にカーブの入口が存在するか否か、またはカーブの入口までの間に分岐点
が存在しないか否かを、順次判定する（Ｓ１）。
【００１９】
　換言すれば、カーブ走行中であるとの条件と、カーブ入口手前で当該カーブ方向に案内
されているとの条件と、カーブ入口までに分岐点がないとの条件とのうち、少なくとも１
つの条件を満たすと判定した場合（Ｓ１：ＹＥＳ）、ステップＳ２へ移行する一方、１つ
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の条件も満たさないと判定した場合（Ｓ１：ＮＯ）、この処理を終了する（エンド）。
【００２０】
　また、ＣＰＵ１ａは、ステップＳ１において、自車位置標定装置３から取得される車両
の速度に応じて、１００ｍｓｅｃ後の自車の位置を現在位置として上記の条件を満たすか
否かを判定することで、前記所定周期における１周期分、前もって照射角の導出を行うよ
うになっている。具体的には例えば、車両の速度を時速１００ｋｍと仮定したとき、１０
０ｍｓｅｃ後の車両の位置は、現在位置データから特定される車両の現在位置よりも約２
．７８ｍ先にずれることが推定される。それ故、ＣＰＵ１ａは、カーブ走行中であるか否
かを、車両の速度と現在位置データとに基づき、現時点の位置よりも約２．７８ｍ先の位
置を基準として判定するため、カーブに進入する前の当該先の位置からカーブ走行中であ
る（Ｓ１：ＹＥＳ）とする。
【００２１】
　更に、カーブ入口までに分岐点がないとの条件を満たす場合（Ｓ１：ＹＥＳ）、自車が
必ず当該カーブに進入すると判定できるため、前もってスイブル制御を行うことができる
こととなる。
【００２２】
　ステップＳ２において、ＣＰＵ１ａは導出手段として現在位置データ等から求めた当該
先の位置と道路地図データとに基づき、ヘッドライト１１のスイブル角としての照射角を
導出する。スイブル角は例えば、当該先の位置における前記曲率データとしての曲率半径
Ｒ（図３参照）と当該スイブル角との関係を予め規定した図示しないマップ乃至データテ
ーブルを照合することにより導出される。このスイブル角は例えば、光軸の左右方向たる
水平方向における基準光軸方向、つまり車両の前後方向を指向する初期方向を予め設定さ
れた基準角度「０（零）度」として、当該基準角度からの左右方向の角度差で表される。
【００２３】
　導出されたスイブル角は、車両の速度に応じて補正する（Ｓ３）。この場合の補正の程
度は、速度の高低に応じて予め規定されるものとし、例えば、車両の速度が比較的高い場
合にはスイブル角を比較的大きくする一方、速度が比較的低い場合にはスイブル角θを比
較的小さくするように補正する。
【００２４】
　そして、ＣＰＵ１ａは、前記先の位置を現在位置として、道路の曲率半径Ｒに沿う車両
の方位と実際の車両の方位と、の差分を補正値として算出し（Ｓ４）、ステップＳ２，Ｓ
３で求めたスイブル角を当該補正値で補正する（Ｓ５）。これにより、ＣＰＵ１ａは、そ
の補正後の最適なスイブル角で車両の前方を照射するように水平方向制御モータ１２ｓを
制御する（Ｓ６）。
【００２５】
　図３（ａ）及び（ｂ）は、係るスイブル制御のスイブル角ΔΦ及び補正値Δθを例示す
る説明図であり、上記した一連のステップＳ２～Ｓ６について同図を参照しながら詳述す
る。ここで、同図に示す車両Ａ，Ｂは、何れも現在位置座標（Ｘ，Ｙ）にあるものとする
。図３（ａ）の車両Ａは、道路半径Ｒに沿って走行し、同図の一点鎖線Ｌで示すように曲
率半径Ｒに相応する進行方向の方位を指向する一方、図３（ａ）の車両Ｂは、道路半径Ｒ
に比して右方向への操舵量が大きいこと等に起因して、車両Ｂの方位が道路半径Ｒに沿っ
ていない状態を表すものとする。また、一点鎖線Ｌは、半径Ｒの仮想円における自車位置
での接線方向を指向するものとする。
【００２６】
　即ち、図３（ａ）の車両Ａについて、自車位置標定装置３から取得した曲率半径Ｒや車
両の速度に基づいて、目標となるスイブル角ΔΦが算出されるとともに（Ｓ２，Ｓ３）、
センサ３４Ｌ，３４Ｒの検出信号に基づき実際の車両Ａの方位を特定する。この場合に特
定される実際の車両Ａの方位は、当該車両Ａが道路半径Ｒに沿って走行している状態にあ
るため、道路地図データ乃至曲率半径Ｒに基づき推定される現在位置（Ｘ，Ｙ）の車両Ａ
の方位と一致する。従って、この場合ＣＰＵ１ａにより、道路地図データ上の現在位置（
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Ｘ，Ｙ）にて推定される車両Ａの方位と実際の車両Ａの方位との差分Δθである補正値は
０（零）として算出される（Ｓ４、Ｓ５）。それ故、ＣＰＵ１ａは、前記基準角度に対す
る光軸の角度ΔΦを最適スイブル角として、現在の光軸の角度から最適スイブル角ΔΦま
で変化させるように水平方向制御モータ１２ｓを制御する（Ｓ６）。この処理により、ヘ
ッドライト１１の光軸方向は、図３（ａ）のΔΦで示す角度［ｄｅｇ］に変更され、その
最適スイブル角ΔΦで車両Ａの前方を照射する。
【００２７】
　一方、図３（ｂ）の車両Ｂについても、車両Ａと同様、曲率半径Ｒや車両の速度に基づ
きスイブル角ΔΦが算出されるとともに（Ｓ２，Ｓ３）、センサ３４Ｌ，３４Ｒの検出信
号に基づき実際の車両Ｂの方位を特定する。この場合、ＣＰＵ１ａは、特定した実際の車
両Ｂの方位と、道路地図データ上の現在位置（Ｘ，Ｙ）にて推定される方位つまり車両Ａ
の方位と、の差分Δθを算出する（Ｓ４）。また、ＣＰＵ１ａは、算出した差分Δθを補
正値として、スイブル角ΔΦから補正値Δθを差し引くことにより補正する（Ｓ５）。つ
まり、右旋回にかかる道路地図データに基づき、基準角度から右へのスイブル制御をプラ
ス方向とした場合、車両Ｂの差分Δθは、本来の方位を指向するように差し引いた左への
マイナス方向として調整される。それ故、ＣＰＵ１ａは、前記基準角度に対する光軸の角
度（ΔΦ－Δθ）を最適スイブル角として変化させるように水平方向制御モータ１２ｓを
制御する（Ｓ６）。この処理により、ヘッドライト１１の光軸方向は、図３（ｂ）のΔΦ
－Δθで示す角度［ｄｅｇ］に変更され、その最適スイブル角（ΔΦ－Δθ）で車両Ｂの
前方を照射する。
【００２８】
　以上のように、ＣＰＵ１ａを有する前照灯制御装置１は、導出手段として導出した照射
角ΔΦについて、道路地図データ及び現在位置データに基づき推定される現在位置（Ｘ，
Ｙ）での道路方向に沿った車両の向きと、車両向き特定手段として特定した実際の車両の
向きと、の差分Δθを補正値として補正する。
【００２９】
　これによれば、ヘッドライト１１の照射角ΔΦは、道路地図データ上の車両の現在位置
（Ｘ，Ｙ）にて推定される車両の向きに対応させて導出するものとしても、実際の車両の
向きとの差分Δθで補正される。このため、ヘッドライト１１による照射を、実際の車両
の向きに応じて、より好適な光軸方向に変化させることができる。
【００３０】
　前照灯制御装置１は、車両向き特定手段としてジャイロセンサ３２及び車輪速センサ３
４Ｌ，３４Ｒのうちの少なくとも何れか一方のセンサ信号に基づき実際の車両の方位を特
定する。
【００３１】
　これによれば、前照灯制御装置１によって、車両の向きを方位として特定し、上記した
照射角の導出と補正により、最適なスイブル角（ΔΦ－Δθ）を求めることができる。従
って例えば、車両の所謂アウトインアウト走法においても、或いは比較的幅広な道路や車
線の無い道路のカーブであっても、実際の運転状況に応じた所期の光軸方向に設定するこ
とができ、安全面からも好適なスイブル制御を行うことができる。
【００３２】
　前照灯制御装置１における演算は、上記した１００ｍｓｅｃに限らず、例えば１ｓｅｃ
或いは１ｓｅｃより短い周期の演算タイミング毎に実行してもよい。
　このように、前照灯制御装置１は、所定周期の演算タイミング毎に、照射角の導出と補
正を行うものであるが、速度特定手段として車両の速度を特定し、当該速度に応じて１周
期後の車両の位置を現在位置（Ｘ，Ｙ）として求めることで、当該１周期分、前もって照
射角の導出を行うものとした。この事前演算により、水平方向制御モータ１２ｓの駆動制
御を、当該１周期分、早めて実行することができ、演算周期を変えることなく、演算タイ
ミングに起因する制御の遅れを確実に解消することができる。尚、前もって行う照射角の
導出は、当該１周期分に限らず、少なくとも当該１周期分、つまりカーブ進入前の、より
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早いタイミングで行うようにしてもよい。
【００３３】
　（その他の実施形態）
　以下では、前照灯制御装置１により、ヘッドライト１１の光軸方向を上下に変化させる
偏向制御について、既述した実施形態と実質的に異なる点を述べることとする。
【００３４】
　前照灯制御装置１は、前記加速度センサ３３により自車の傾斜を検出し、その傾斜に応
じた光軸方向の偏向制御を行う。もっとも、加速度センサ３３は、水平面に対する車両の
傾きを検出することができるが、路面に対する傾きとして検出するものではないため、坂
道等の道路構造如何によっては実際の路面に応じた光軸方向に設定できない虞も生じうる
。また例えば水平面では、その平坦な路面に応じた後述の基準光軸方向に設定されるもの
としても、急な坂道手前の平坦な路面では、運転者にとって前方の坂道の路面の一部しか
照らされない事態も生じうる。
【００３５】
　そこで、前照灯制御装置１は、導出手段としてヘッドライト１１の上下方向の照射角を
導出する際、道路地図データに含まれる傾斜データと、この傾斜データに対応して予め作
成された照射角テーブルのデータとを参照するものとする。ここで、照射角テーブルは、
例えば急な坂道手前では当該坂道を好適に照らすように、路面の傾きつまり傾斜データに
応じて、最適な照射範囲が得られるように上下方向の照射角を予め規定したデータテーブ
ルであり、自身の記憶部１ｂに予め記憶されている。そして、前照灯制御装置１は、照射
角テーブルと現在位置データとに基づき、現在位置にて該当する照射角に設定する。この
ようにして設定された照射角を、以下では「当該位置に応じた照射角」と称する。
【００３６】
　また、前照灯制御装置１は、車両向き特定手段として加速度センサ３３の信号に基づき
、水平面に対する実際の車両の上下方向の傾斜を特定する。そして、前照灯制御装置１は
、傾斜データの表す路面の傾きと、水平面に対する実際の車両の上下方向の傾斜と、の差
分を補正値として、当該位置に応じた照射角を補正する。
【００３７】
　ここで、ヘッドライト１１の上下方向の照射角は、例えば光軸の上下方向における基準
光軸方向、つまり光軸の上下方向における初期方向の角度を基準角度として、当該基準角
度からの上下方向の角度差で表すものとする。また、車両のノーズが下がる方向の傾斜を
プラス方向の角度と捉え、車両のテールが下がる方向の傾斜をマイナス方向の角度と捉え
るものとする。例えば、現在位置における傾斜データの表す路面の傾き［ｄｅｇ］と、水
平面に対する実際の車両の上下方向の傾斜［ｄｅｇ］と、の差分がプラス２［ｄｅｇ］の
場合、その差を無くすようにマイナス２［ｄｅｇ］の補正値が算出される。
【００３８】
　それ故、ＣＰＵ１ａは、当該位置に応じた照射角、即ち基準角度に対する現時点の光軸
の角度を、マイナス２［ｄｅｇ］補正した最適照射角として、当該最適照射角へ変化させ
るように鉛直方向制御モータ１２ｔを制御する。この処理により、ヘッドライト１１の光
軸方向は上下方向における最適照射角に変更され、前記の坂道手前でも照射角テーブルに
基づく最適照射角で車両の前方を照射することができ、安定した照射範囲をえることがで
きる。また、路面に対する車両の傾斜は、当該車両に積載される荷重や加減速等により変
化するが、係る変化や道路構造如何に係わらず、適切な光軸方向の偏向制御を行うことが
できる。
【００３９】
　係る偏向制御については、図２のフローチャットのステップＳ１～Ｓ６と併せて実行で
きることは勿論であり、ステップＳ１～Ｓ６に代えて当該偏向制御を実行することもでき
る。そこで、以下では便宜上、当該偏向制御に係るステップをＳ１´～Ｓ６´で表し、Ｓ
１´～Ｓ６´のフローチャートの図示を省略したかたちで説明する。
【００４０】
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　即ち、ＣＰＵ１ａは、ステップＳ１´において、上り勾配若しくは下り勾配の走行中で
あるとの条件を判定する。この場合、当該条件と併せてステップＳ１と同様に、複数の条
件を判定する等、他の条件を加えて判定してもよい。
【００４１】
　次いで、ＣＰＵ１ａは、ヘッドライト１１の照射角を導出するために、取得した道路地
図データや現在位置データ、車両の速度等に基づき、前記の先の位置を現在位置として、
傾斜データを求めると共に、照射角テーブルを照合して当該位置に応じた照射角に設定す
る（Ｓ２´，Ｓ３´）。そして、ＣＰＵ１ａは、現在位置として、傾斜データの表す路面
の傾きつまり当該路面で推定される車両の傾きと、水平面に対する実際の車両の上下方向
の傾斜と、の差分を補正値として、当該位置に応じた上下方向の照射角を補正する（Ｓ４
´，Ｓ５´）。これにより、ＣＰＵ１ａは、その補正後の最適な照射角で車両の前方を照
射するように鉛直方向制御モータ１２ｔを制御する（Ｓ６´）。こうして、上下方向の照
射角の制御についても、演算周期を変えることなく、演算タイミングに起因する制御の遅
れを確実に解消することができる等、上記した実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００４２】
　以上のように、前照灯制御装置１は、補正手段として道路地図データ及び現在位置デー
タに基づき現在位置にて推定される傾斜データと実際の車両の上下方向の傾斜と、の差分
を補正値として、ヘッドライト１１の上下方向の照射角を補正する。これによれば、安定
した照射範囲をえることができ、坂道でも適切な照射角に設定することができる。
【００４３】
　尚、ナビゲーション装置やこれに用いられる道路地図の精度に関して、従来に比して地
図精度等の高い装置が供されており、係る装置を自車位置標定装置３に取り入れることに
より、又、上記した光軸方向の偏向制御を、左右方向と上下方向とで併せて実行し或いは
各別に実行することにより、総じて高精度で好適な光軸方向の調整を行うことができ、照
射範囲を良好に確保することができる。
【００４４】
　尚、本発明は上記し且つ図面に示した各実施形態に限定されるものではなく、上記した
実施形態や変形例を組み合わせたり、構成要素の一部を省略したりする等、適宜変更して
実施し得るものである。
【００４５】
　例えば、取得手段としての前照灯制御装置１により取得される道路地図データは、自車
位置標定装置３から取得せずに、外部の図示しないサーバから提供されるデータとして取
得してもよい。
【００４６】
　照射方向可変手段は、モータ１２ｓ，１２ｔに限らず、各種のアクチュエータを用いて
構成してもよい。車両向き特定手段は、ジャイロセンサ３２の信号に基づき車両の方位や
車両の傾きを特定してもよいし、図示しない２つのＧＰＳアンテナを車両に搭載すること
により、夫々の位置を特定することで車両の方位を特定する等、適宜特定方法を変更して
もよい。尚、前記２つのＧＰＳアンテナについては、相互に車両において離間した位置に
配設され、夫々の当該アンテナを介して受信するＧＰＳ信号たる測位信号に基づき実際の
車両の方位を特定するものであるが、その特定につき周知の構成を採用しうることから詳
細な説明を省略する。また、前照灯制御装置１は、係る測位信号や各センサ３２，３４Ｌ
，３４Ｒの入力信号に基づき、実際の車両の方位を特定できる構成であればよく、推測航
法部３５を介して或いは当該航法部３５等を介さずに直接的に当該方位を特定する機能を
有していてもよい。
【００４７】
　また、上記した「当該位置に応じた照射角」は、照射角テーブルに基づくことなく、前
記傾斜データに基づき、前照灯制御装置１で演算により導出してもよい。
　この他、周期や角度等で表した数値は、上記した値に限らず、適宜変更して実施しうる
ものである。
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【００４８】
　本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるも
のではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加
えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそ
れ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
【符号の説明】
【００４９】
　図面中、１…前照灯制御装置（取得手段、車両向き特定手段、導出手段、補正手段、制
御手段）、１１…前照灯、１２…照射方向可変手段、　２１…操舵角検出手段。

【図１】 【図２】
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【図３】
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